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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

提出会社の状況

回次 第６期中 第７期中 第８期中 第６期 第７期

会計期間

自平成21年
10月１日
至平成22年
３月31日

自平成22年
10月１日
至平成23年
３月31日

自平成23年
10月１日
至平成24年
３月31日

自平成21年
10月１日
至平成22年
９月30日

自平成22年
10月１日
至平成23年
９月30日

売上高（千円） 198,341 184,252 185,712 413,352 375,800

経常利益又は経常損失(△)　　（千

円）
△715 △211 △1,616 8,892 △1,643

中間（当期）純利益又は

中間純損失（△）

（千円）

94 △155 △3,031 609,988 32,921

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － － － －

資本金（千円） 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000

発行済株式総数（株）

　　　　　　　　（普通株式）

　　　　　　　　（優先株式）

24,759

(20,000)

(4,759)

24,759

(20,000)

(4,759)

24,759

(20,000)

(4,759)

24,759

(20,000)

(4,759)

24,759

(20,000)

(4,759)

純資産額（千円） 2,083,1572,692,4202,721,9882,693,0512,725,496

総資産額（千円） 2,181,2892,787,2042,821,0382,783,7682,811,443

１株当たり純資産額（円） △86,202.13△55,738.98△54,260.55△55,707.42△54,085.16

１株当たり中間（当期）純利益

又は１株当たり中間純損失（△）

（円）

4.70 △7.76 △151.5930,475.621,622.26

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益（円）
－ － － － －

１株当たり配当額（円）
－

    

－

    

－

    

 普通株式

－

 優先株式

100

 普通株式

－

 優先株式

100

自己資本比率（％） 95.5 96.5 96.4 96.7 96.9

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
14,425 △23,347 7,595 17,797 △9,955

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
32,964 △6,194 △7,147 13,501 △12,245

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△475 △475 △475 △475 △475

現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高（千円）
104,455 58,346 65,658 88,363 65,686

従業員数

（外、平均臨時雇用者数）

（人）

26(23) 22(43) 19(18) 23(27) 23(29)
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（注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

　　　２．売上高には消費税等を含めておりません。

　　　３．持分法を適用した場合の投資利益は、関連会社がないため記載しておりません。

　　　４．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　５．従業員数は、就業人員数を記載しております。なお、従業員欄の（外書）は、臨時雇用者数（パートタイマー及び嘱

託）の期中平均人数であります。
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２【事業の内容】

　当中間会計期間において、当社グループ（当社及び当社の親会社株式会社世開）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

　　　当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

 平成24年3月31日現在

従業員数（人） 19(18)

　（注）１．従業員数は、就業人員数であります。

２．従業員数欄の（外書）は、臨時雇用者（パートタイマー及び嘱託）の平均雇用人数であります。

(2）労働組合の状況

労働組合は結成されておりません。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

　当中間会計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による生産活動の落ち込み等から持ち直しつつあるものの

欧州の財政問題及び米国経済の減速懸念を背景とした円高や株安などから、先行き不透明な状況が続いておりま

す。

　ゴルフ業界におきましても、震災による影響は避けがたく依然として厳しい状況であります。

　このような状況の中、当クラブにおきましてはお客様の低価格志向による近隣ゴルフ場との価格競争に負けない

コース造り、接客に取り組んで参りました。

　設備面では、クラブハウス内のレストランへの通路及び談話コーナーの改修、クラブハウス内禁煙に伴う喫煙ルー

ムの新設、電気設備の経年劣化によるトランスの更新、コース内におきましては、昨年9月20日の豪雨によるNo.7

ホールの左法面地滑り及び管理道路の陥没、No.15ホールＫグリーン右奥の土砂災害復旧工事を施工して参りまし

た。

営業面におきましては、メールアドレスの登録者を増員し、よりリアルタイムな情報を発信し集客に努めて参りま

した。また新たなスポンサー盃を増やすなどして参りましたが、震災による自粛と冬季の寒さがことのほか厳しく

来場者数は19,357名（前年同期比344名の減少)となりました。　

　これらの結果、当中間会計期間の業績は売上高185,712千円（前年同期比1,460千円の増加）となり経常損失1,616

千円（前年同期比1,405千円の増加）中間純損失3,031千円（前年同期比2,876千円の増加）となりました。

　　(2) キャッシュ・フロー　

　　　　当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ28千円減少し、当中間

会計期間末は65,658千円となりました。

　　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間における営業活動の結果得た資金は7,595千円となり、前年同期に比べ30,942千円の増加となりま

した。前受金の増加額による18,933千円の資金増加があったこと等によるものであります。

　　　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間における投資活動の結果、使用した資金は7,147千円となり、前年同期に比べ953千円の増加となり

ました。これは、定期預金の預入れによる支出5,032千円があったこと等によるものであります。

　　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間における財務活動の結果使用した資金は、475千円となり、前年同期と同額になりました。これは、

優先株式に対する配当金の支払475千円があったことによるものであります。
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２【生産、受注及び販売の状況】

　当社の実態に即した内容を記載するため、生産実績及び受注実績に代えて収容実績を記載しております。

　　(1) 収容実績

ホール数
（H）

前中間会計期間 当中間会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成23年３月31日）

（自　平成23年10月１日
至　平成24年３月31日）

営業日数
（日）

収容実績（名） １日平均
来場者数
（名）

営業日数
（日）

収容実績（名） １日平均
来場者数
（名）メンバー ゲスト 合計 メンバー ゲスト 合計

18 161 4,68215,01919,701 122 167 4,62314,73419,357 116

(2）販売実績

区分

当中間会計期間
（自　平成23年10月１日
至　平成24年3月31日）

金額（千円） 前年同期比（％）
ゴルフ場売上 158,260 101.2
名義書換料 2,950 105.4
年会費収入 18,480 98.3
その他 6,022 96.4

合計 185,712 100.8

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３【対処すべき課題】

　当中間会計期間において当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。

４【事業等のリスク】

      当中間会計期間において、本半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に

重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」につ

いて重要な変更はありません。

　　　なお、重要事象等は存在しておりません。　　
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５【経営上の重要な契約等】

　当中間会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

６【研究開発活動】

　該当事項はありません。

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

     （１）財政状態の分析

　　　　（資産の部）

　　　　 当中間会計期間末における流動資産の残高は296,234千円（前事業年度末比8,949千円の増加）となりました。

　　　　　 この増加の主な要因は、未収金が2,867千円が増加したことと現金及び預金が5,005千円増加したこと等に 　　　　

よるものであります。

　　　　　 また、固定資産の残高は2,524,803千円（前事業年度末比645千円の増加）となりました。

　　　　 この増加の主な要因は、什器備品の購入によるものです。

　　　　 （負債の部）

　　　　　当中間会計期間末における流動負債の残高は74,486千円（前事業年度末比11,616千円の増加）となりました。

　　　　　　この増加の主な要因は、前受金が18,933千円、未払法人税等が785千円増加した一方で、未払金が7,448千円、減少し

たこと等によるものであります。

　　　　　　また、固定負債の残高は24,563千円（前事業年度末比1,487千円の増加）となりました。

　　　　　　この増加の要因は、退職給付引当金が707千円、役員退職給付引当金が780千円増加したことによるものであります。

　　　　（純資産の部）

　　　　 当中間会計期間末における純資産の部の残高は2,721,988千円（前事業年度末比3,508千円の減少）となりまし

た。

　　　

　　　（２）経営成績の分析

　　　　　詳細につきましては、「第2　事業の状況　1　業績等の概要」に記載しております。

　

　　　（３）キャッシュ・フローの状況の分析

　　　　　詳細につきましては、「第2　事業の状況　1　業績等の概要」に記載しております。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

　当社は、株式会社世開の所有・管理する明世カントリークラブの運営を行っており、主要な施設につきましては当社

に帰属しておらず、該当事項はありません。

２【設備の新設、除却等の計画】

記載すべき事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 80,000

優先株式 6,000

計 86,000

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行
数（株）
（平成24年3月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年6月28日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 20,000 20,000非上場 （注）3,4,6

優先株式 4,759 4,759同上 (注)1,2,4,5,6

計 24,759 24,759 － －

 （注）１．優先株式は、現物出資（預託金債権の受入）によって発行されたものであります。

　　　 ２. 優先株式の内容

　　　　(１)　普通株式に優先して、１株につき年200円を限度として利益配当（以後「優先配当金」という）を受けます。

　　　　(２)　優先配当金が支払われた後の残余の利益に対しては、配当を受ける権利を有しません。

　　　　(３)　優先配当金の全部、又は一部が支払われていないときは、その不足額を翌営業年度以降に累積し、累積した不足

額については、優先配当金に先立ってこれを受けるものとします。

　　　　(４)　優先株式の株主は、その所有する優先株式については株主総会における議決権を有しないものとします。ただ

し、下記の場合を除くものとします。

　　　　　ア）定時総会において累積的優先株式の優先配当金の全部又は一部が支払われない旨の決議があり、なおかつ次の

定時総会に累積的優先配当金が支払われる旨の議案が提出されないときは、その定時総会の時から議決権

を有します。

　　　　　イ）定時総会において累積的優先株式の優先配当金の全部又は一部が支払われない旨の決議があり、なおかつ次の

定時総会に累積的優先配当金が支払われる旨の議案が提出されたが否決されたときは、その定時総会終結

の時から議決権を有します。

　　　　(５)　優先株式の株主は、当会社の残余財産の分配につき、その優先株式１株につき80万円までは、普通株式の株主に

優先して分配を受けます。

　　　　(６)　優先株式の株主は、前項の優先分配が行われた後の残余の財産に対しては、分配を受ける権利を有しません。

　     （７） 優先株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければなりません。

　　　 （８） 優先的配当を受ける権利を有する株式です。　

　     ３．普通株式の内容

　　　　　（１）完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。

　　　　　（２）普通株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければなりません。

　　　 ４．当社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければなりません。　　　

　　　 ５．当社は、優先株式を引き受ける者の募集について、優先株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の　　　　　　　　　

　　決議を要しません。

　　　 ６．普通株式と優先株式は単元株制度を採用していません。
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（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 　　　　 該当事項はありません。　　

　

（４）【ライツプランの内容】

 　　　　 該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

 平成23年10月1日～

平成24年3月31日
－ 24,759 － 95,000 － 1,903,600
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（６）【大株主の状況】

　

 ①所有株式数別 　

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）kabu

株式会社世開 瑞浪市明世町月吉1112-88 20,000 80.78

一宮土地建物株式会社 一宮市神山１－14－24 42 0.17

東海東京証券株式会社 東京都中央区京橋１－７－１ 35 0.14

デンタルサービス株式会社 名古屋市名東区亀の井３－178 23 0.09

トヨタ自動車株式会社 豊田市トヨタ町１ 18 0.07

日本車輌製造株式会社 名古屋市熱田区三本松町１－１ 14 0.06

共和食品工業株式会社 一宮市萩原町萩原183 14 0.06

中央紙器工業株式会社 西春日井郡春日町大字落合字宮重町363 13 0.05

株式会社魚国総本社 刈谷市東新町5－118 12 0.05

株式会社佐々木製作所 名古屋市瑞穂区亀城町6－1－1 12 0.05

中京総合リース株式会社 名古屋市中区丸の内1－15－15 12 0.05

計 － 20,195 81.57

 

 ②所有決議権数別 　

氏名又は名称 住所
所有議決権数
（株）

総株主の議決権に
対する所有議決権
数の割合（％）

株式会社世開 瑞浪市明世町月吉1112-88 20,000 100.00

計 － 20,000 100.00

 　

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成24年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 優先株式　  4,759 －
優先的配当を受ける権利

を有する優先株式（注）

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　20,000 20,000 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 24,759 － －

総株主の議決権 － 20,000 －

（注）優先株式の内容につきましては「１　株式等の状況(1) 株式の総数等②発行済株式(注)２」に記載しております。
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②【自己株式等】

 平成24年3月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

－ － － － － －

計 － － － － －

 

２【株価の推移】

　当社株式は、非上場のため該当事項はありません。

３【役員の状況】

　    前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．中間財務諸表の作成方法について

　当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）

に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の2第１項の規定に基づき、中間会計期間（平成23年10月１日から平成24年３月31

日まで）の中間財務諸表について、公認会計士早稲田勝彦氏により中間監査を受けております。

３．中間連結財務諸表について

　　当社は子会社を有していないため、中間連結財務諸表を作成しておりません。

EDINET提出書類

株式会社　明世カントリークラブ(E04739)

半期報告書

13/34



１【中間財務諸表等】
（１）【中間財務諸表】
①【中間貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成23年９月30日)

当中間会計期間
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 251,712 256,717

たな卸資産 5,755 7,610

未収入金 25,590 28,457

繰延税金資産 2,382 2,475

その他 1,842 974

流動資産合計 287,285 296,234

固定資産

有形固定資産 ※1
 134

※1
 665

無形固定資産 5,101 5,840

投資その他の資産

預託金債権 3,807,200 3,807,200

繰延税金資産 9,701 9,075

その他 20 20

貸倒引当金 △1,298,000 △1,298,000

投資その他の資産合計 2,518,921 2,518,295

固定資産合計 2,524,158 2,524,803

資産合計 2,811,443 2,821,038

負債の部

流動負債

未払金 41,997 34,549

未払法人税等 － 785

賞与引当金 4,820 4,700

ポイント引当金 692 735

その他 15,359 33,716

流動負債合計 62,870 74,486

固定負債

退職給付引当金 13,809 14,516

役員退職慰労引当金 9,266 10,046

固定負債合計 23,076 24,563

負債合計 85,947 99,049
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(単位：千円)

前事業年度
(平成23年９月30日)

当中間会計期間
(平成24年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 95,000 95,000

資本剰余金

資本準備金 1,903,600 1,903,600

その他資本剰余金 2,006,696 2,006,220

資本剰余金合計 3,910,296 3,909,820

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △1,279,799 △1,282,831

利益剰余金合計 △1,279,799 △1,282,831

株主資本合計 2,725,496 2,721,988

純資産合計 2,725,496 2,721,988

負債純資産合計 2,811,443 2,821,038
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②【中間損益計算書】
(単位：千円)

前中間会計期間
(自　平成22年10月１日
　至　平成23年３月31日)

当中間会計期間
(自　平成23年10月１日
　至　平成24年３月31日)

売上高 184,252 185,712

売上原価 98,342 94,647

売上総利益 85,910 91,064

販売費及び一般管理費 ※2
 87,107

※2
 93,517

営業利益又は営業損失（△） △1,197 △2,452

営業外収益 ※1
 986

※1
 836

営業外費用 － －

経常利益又は経常損失（△） △211 △1,616

特別利益 1,097 －

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） 885 △1,616

法人税、住民税及び事業税 731 881

法人税等調整額 309 533

法人税等合計 1,041 1,415

中間純利益又は中間純損失（△） △155 △3,031
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③【中間株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前中間会計期間
(自　平成22年10月１日
　至　平成23年３月31日)

当中間会計期間
(自　平成23年10月１日
　至　平成24年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 95,000 95,000

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 95,000 95,000

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 1,903,600 1,903,600

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 1,903,600 1,903,600

その他資本剰余金

当期首残高 2,007,172 2,006,696

当中間期変動額

剰余金の配当 － △475

当中間期変動額合計 － △475

当中間期末残高 2,007,172 2,006,220

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 △1,312,720 △1,279,799

当中間期変動額

剰余金の配当 △475 －

中間純利益又は中間純損失（△） △155 △3,031

当中間期変動額合計 △631 △3,031

当中間期末残高 △1,313,352 △1,282,831

株主資本合計

当期首残高 2,693,051 2,725,496

当中間期変動額

剰余金の配当 △475 △475

中間純利益又は中間純損失（△） △155 △3,031

当中間期変動額合計 △631 △3,507

当中間期末残高 2,692,420 2,721,988
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(単位：千円)

前中間会計期間
(自　平成22年10月１日
　至　平成23年３月31日)

当中間会計期間
(自　平成23年10月１日
　至　平成24年３月31日)

純資産合計

当期首残高 2,693,051 2,725,496

当中間期変動額

剰余金の配当 △475 △475

中間純利益又は中間純損失（△） △155 △3,031

当中間期変動額合計 △631 △3,507

当中間期末残高 2,692,420 2,721,988
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④【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前中間会計期間
(自　平成22年10月１日
　至　平成23年３月31日)

当中間会計期間
(自　平成23年10月１日
　至　平成24年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） 885 △1,616

減価償却費 1,905 1,144

賞与引当金の増減額（△は減少） △120 △120

ポイント引当金の増減額（△は減少） △108 43

退職給付引当金の増減額（△は減少） 694 706

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △361 780

貸倒引当金の増減額（△は減少） － －

受取利息及び受取配当金 △251 △46

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,824 △1,853

未収入金の増減額（△は増加） △27,379 △4,498

未払金の増減額（△は減少） △10,325 △7,447

未払費用の増減額（△は減少） － －

未払消費税等の増減額（△は減少） △861 301

預り金の増減額（△は減少） △549 △296

前受金の増減額（△は減少） 19,411 18,933

その他 △1,010 △14

小計 △19,895 6,014

利息及び配当金の受取額 251 46

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △3,703 1,534

営業活動によるキャッシュ・フロー △23,347 7,595

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △6,194 △5,032

有形固定資産の取得による支出 － △670

無形固定資産の取得による支出 － △1,445

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,194 △7,147

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △475 △475

財務活動によるキャッシュ・フロー △475 △475

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △30,017 △27

現金及び現金同等物の期首残高 88,363 65,686

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※1
 58,346

※1
 65,658
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【重要な会計方針】

項目
当中間会計期間

（自　平成23年10月１日
至　平成24年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価方法 　  商品・貯蔵品

　先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定)を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産

定額法

主な耐用年数は次のとおりであります。

器具備品　４年

 (2) 無形固定資産

　自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)による

定額法を採用しております。

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

 　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

 (2) 賞与引当金

 　従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当中間会計期間に負担

すべき金額を計上しております。

 (3) 退職給付引当金

 　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる

額を計上しております。

 (4) 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上

しております。

 (5) ポイント引当金　

　将来のお客様のポイント還元に備えるため、使用実績率に基づき、翌事業年度

以降に利用されると見込まれるポイントに対し見積額を計上しております。

４．中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。

５．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

　  消費税等の会計処理

　消費税および地方消費税の処理は税抜方式によっております。
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【会計方針の変更】

該当事項はありません。　
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【表示方法の変更】

該当事項はありません。　
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【会計上の見積りの変更】

該当事項はありません。　
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【追加情報】

当中間会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月4日）を適用しております。　
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【注記事項】

（中間貸借対照表関係）

前事業年度
（平成23年９月30日）

当中間会計期間
（平成24年３月31日）

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額

△4,199千円 △4,337千円

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成23年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成23年10月１日
至　平成24年３月31日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 251千円

雑収入 734千円

受取利息 46千円

雑収入 789千円

　　　減価償却実施額 　　　減価償却実施額

有形固定資産 743千円

無形固定資産 1,162千円

有形固定資産 138千円

無形固定資産 1,005千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成22年10月１日　至　平成23年３月31日）

１．発行済株式に関する事項

 
当事業年度期首株式
数（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

発行済株式     

普通株式 20 － － 20

　優先株式 4 － － 4

合計 24 － － 24

２．配当に関する事項

(1)配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成22年12月22日

定時株主総会
 優先株式 475 100平成22年９月30日平成22年12月22日

　

当中間会計期間（自　平成23年10月１日　至　平成24年３月31日）

１．発行済株式に関する事項

 
当事業年度期首株式
数（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

発行済株式     

普通株式 20 － － 20

　優先株式 4 － － 4

合計 24 － － 24

２．配当に関する事項

(1)配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成23年12月22日

定時株主総会
 優先株式 475 100平成23年９月30日平成23年12月22日
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成23年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成23年10月１日
至　平成24年３月31日）

 ※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

平成23年３月31日

 ※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

平成24年３月31日

現金及び預金勘定 238,320千円

 計 238,320千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△179,974千円

現金及び現金同等物期末残高 58,346千円

現金及び預金勘定 256,717千円

 計 256,717千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△191,058千円

現金及び現金同等物期末残高 65,658千円

（リース取引関係）

　該当事項はありません。

（金融商品関係）

前事業年度（自平成22年10月１日　至平成23年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項　

平成23年9月30日における貸借対照表上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、

時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。

　

　貸借対照表

計上額

（千円）　

　時価（千円） 　差額（千円）

　（資産）

　（１）現金及び預金

　（２）未収入金

　（３）預託金債権

　　　　貸倒引当金

　

251,712

25,590

3,807,200

△1,298,000

　

251,712

25,590

　

　

　

－

－

　

　

　

　（負債）

　（１）未払金

　（２）未払法人税等

　（３）未払消費税等

2,509,200

　

41,997

0

1,114

2,509,200

　

41,997

0

1,114

－

　

－

－

－

注）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

（資産）

（１）現金及び預金、（２）未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。

（３）預託金債権

預託金債権については、回収見込み額により時価を算定しております。

（負債）

（１）未払金、（２）未払法人税等、（３）未払消費税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。
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当中間会計期間（自平成23年10月1日　至平成24年3月31日）

金融商品の時価等に関する事項

平成24年3月31日における中間貸借対照表上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次の表には含まれておりません。

　

　中間貸借対照表

計上額

（千円）　

　時価（千円） 　差額（千円）

　（資産）

（１）現金及び預金

（２）未収入金

（３）預託金債権

貸倒引当金

　

256,717

28,457

3,807,200

△1,298,000

　

256,717

28,457

　

　

　

－

－

　

　

　

　

（負債）

（１）未払金

（２）未払法人税等

2,509,200

　

　

34,549

785　

2,509,200

　

　

34,549

785　

－

　

　

－

－　

（注）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

（資産）

（１）現金及び預金、（２）未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。

（３）預託金債権

預託金債権については、回収見込み額により時価を算定しております。

（負債）

（１）未払金、（２）未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。

　

（有価証券関係）

前事業年度末（平成23年９月30日現在）及び当中間会計期間末（平成24年３月31日現在）

　該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

前事業年度（自　平成22年10月１日　至　平成23年９月30日）及び当中間会計期間（自　平成23年10月１日　至　平

成24年３月31日）

　当社はデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

前中間会計期間（自　平成22年10月１日　至　平成23年３月31日）及び当中間会計期間（自　平成23年10月１日　至

　平成24年３月31日）

　該当事項はありません。

 

（持分法損益等）

　当社は、関連会社がないため、該当事項はありません。

（資産除去債務関係）

　　　　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前中間会計期間（自　平成22年10月１日　至　平成23年３月31日）

当社は、ゴルフ事業の単一のセグメントであるため記載を省略しております。　

　

Ⅱ　当中間会計期間（自　平成23年10月１日　至　平成24年３月31日）

当社は、ゴルフ事業の単一のセグメントであるため記載を省略しております。　

　

【関連情報】

Ⅰ　前中間会計期間（自　平成22年10月１日　至　平成23年３月31日）　

１．サービスごとの情報

当社は、ゴルフ場事業として単一のサービスを提供しております。　

　

２．地域ごとの情報

(1）売上高

当社の外部顧客への売上高はすべて本邦におけるものであります。　

　

(2）有形固定資産

当社の有形固定資産は、すべて本邦に所在しております。　

　

３．主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する売上高で中間損益計算書の売上高の10％以上を占めるものがないため、記載を

省略しております。　

　

Ⅱ　当中間会計期間（自　平成23年10月１日　至　平成24年３月31日）　

１．サービスごとの情報

当社は、ゴルフ場事業として単一のサービスを提供しております。　

　

２．地域ごとの情報

(1）売上高

当社の外部顧客への売上高はすべて本邦におけるものであります。　

　

(2）有形固定資産

当社の有形固定資産は、すべて本邦に所在しております。　

　

３．主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する売上高で中間損益計算書の売上高の10％以上を占めるものがないため、記載を

省略しております。　

　　

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前中間会計期間（自　平成22年10月１日　至　平成23年３月31日）

該当事項はありません。　

　

当中間会計期間（自　平成23年10月１日　至　平成24年３月31日）

該当事項はありません。　

　　

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前中間会計期間（自　平成22年10月１日　至　平成23年３月31日）

該当事項はありません。　

　

当中間会計期間（自　平成23年10月１日　至　平成24年３月31日）

該当事項はありません。　
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【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前中間会計期間（自　平成22年10月１日　至　平成23年３月31日）

該当事項はありません。　

　

当中間会計期間（自　平成23年10月１日　至　平成24年３月31日）

該当事項はありません。　
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（１株当たり情報）

　
前中間会計期間

（自　平成22年10月１日
至　平成23年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成23年10月１日
至　平成24年３月31日）

　　１株当たり中間純利益金額 △7.76円 △151.59円

（算定上の基礎） 　 　

中間純利益金額（千円） △155 △3,031

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る中間純利益金額（千円） △155 △3,031

普通株式の期中平均株式数（株） 20,000 20,000

　

　   （注）前中間会計期間及び当中間会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間純利益には、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

　

　
前事業年度

（平成23年９月30日）
当中間会計期間

（平成24年３月31日）

１株当たり純資産額 △54,085.16円 △54,260.55円

（算定上の基礎） 　 　

純資産の部の合計額（千円） 2,725,496 2,721,988

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） △3,807,200 △3,807,200

（うち優先株式払込額）（千円） △3,807,200 △3,807,200

普通株式に係る中間期末（期末）の純資産額

（千円）
△1,081,703 △1,085,211

１株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末

（期末）の普通株式の数（株）
20,000 20,000

　

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

（２）【その他】

　特記すべき事項はありません。
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第６【提出会社の参考情報】
　当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類

　事業年度（第7期）（自　平成22年10月１日　至　平成23年９月30日）平成23年12月26日東海財務局長に提出

EDINET提出書類

株式会社　明世カントリークラブ(E04739)

半期報告書

32/34



第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書

 平成24年６月25日

株式会社　明世カントリークラブ  

 取締役会　御中    

   

   早稲田公認会計士事務所  

   公認会計士
早稲田　勝彦　印　　
　

 

　私は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式

会社明世カントリークラブの平成２３年１０月１日から平成２４年９月３０日までの第８期事業年度の中間会計期間

（平成２３年１０月１日から平成２４年３月３１日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算

書、中間株主資本等変動計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を

行った。

　

中間財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な

情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　私の責任は、私が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。私は、

我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がない

かどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求め

ている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一

部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、私の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚

偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ

れる。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、私は、リスク評価の実施に際し

て、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を

検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　私は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

中間監査意見

　私は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社明世カントリークラブの平成２４年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成２３

年１０月１日から平成２４年３月３１日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示し

ているものと認める。

　

利害関係

　会社と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

　（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。

２．中間財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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